
外来医療の提供体制について ②

第 1 0 回 第 ８ 次 医 療 計 画
等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ０ 日

資料

２

1



外来医療計画

 外来医療計画とは、医療法（昭和23 年法律第205 号）第30 条の４第２項第10 号の規定に基づく、医療計画における「外来
医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」を定めたものである。

 都道府県は、二次医療圏その他当該都道府県の知事が適当と認める区域（以下「対象区域」という。）ごとに、協議の場を設
け、関係者との連携を図りつつ協議を行い、その結果を取りまとめ公表。

 令和元年度中に各都道府県において外来医療計画を策定し、令和２年度から取組を進めている。令和６年度以降は３年毎
に外来医療計画を見直すこととしている。

概要

①外来医師偏在指標を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況
診療所の医師の多寡を外来医師偏在指標として可視化。外来医師偏在指標や医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となる
データを公表し、新規開業希望者等に情報提供。

②外来機能報告を踏まえた「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」（紹介受診重点医療機関）＊

③外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進
病床機能報告対象医療機関等が都道府県に外来医療の実施状況を報告（外来機能報告）し、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連
携に向けて必要な協議。「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担う医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化。

④複数の医師が連携して行う診療の推進

⑤医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用
地域ごとの医療機器の配置状況を可視化し、共同利用を推進。

⑥その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項 （法第30条の18の４）

外来医療の協議の場 （外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン）

（区 域） 二次医療圏その他当該都道府県の知事が適当と認める区域

（構成員） 診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者

（その他） 地域医療構想調整会議を活用することが可能
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次期外来医療計画の検討事項（概要）

（１） 人材配置について （前頁の①④に関連）

・ 外来医師偏在指標（外来医師多数区域の設定）
・ 地域で不足する外来医療機能（訪問診療、初期救急医療等）

（２） 医療機器の効率的な活用について （前頁の⑤に関連）

・ 医療機器の配置状況の見える化
・ 共同利用計画の策定

（１） 紹介受診重点医療機関の明確化を踏まえた今後の外来医療の提供体制について
（前頁の②③④に関連）

・ 外来医療の更なる機能分化に向けた方策
・ 地域における医療機関の更なる連携強化に向けた方策

（２） 外来医療機能の見える化について （前頁の②③④⑥に関連）

・ 外来機能報告等を活用した各医療機関が担う機能の見える化
・ 紹介率・逆紹介率を活用した患者の流れの見える化
・ 国民への普及啓発について

１．外来医療にかかる地域の医療資源について

２．地域における外来医療の機能分化・連携強化について

前回ご議論いただいた事項

本日ご議論いただく事項

※ かかりつけ医機能の強化についてはこの中で議論
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６月 ６月15日 第８次医療計画等に関する検討会 （うち外来医療計画に関する検討）

７月

８月

９月

10月

11月

12月

1～3月 医療計画の指針作成

４月～ 都道府県における医療計画の策定

令和４年

外来医療計画の施行に向けた検討スケジュール（現時点のイメージ）

１巡目の議論

２巡目の議論

① 人材配置について
② 医療機器の効率的な活用について

③ 紹介受診重点医療機関の明確化を踏まえた今後の外来医療の提供体制
④ 外来医療の見える化について

取りまとめ

令和５年
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２．地域における外来医療の機能分化・
連携強化について



２．改革の方向性

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告（外来機能報告）する。

② ①の外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う。

→ ①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基
幹的に担う医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化

・ 医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認することにより決定

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に寄与

紹介

紹介受診重点医療機関

逆紹介

外来機能報告、「地域の協議の場」での協議、紹
介患者への外来を基本とする医療機関の明確化

かかりつけ医機能を担う医療機関

病院の外来患者の待ち時間
の短縮、勤務医の外来負担
の軽減、医師働き方改革

かかりつけ医機能の強化
（好事例の収集、横展開等）

〈「医療資源を重点的に活用する外来」〉

○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 （悪性腫瘍手術の前後の外来 など）

○高額等の医療機器・設備を必要とする外来 （外来化学療法、外来放射線治療 など）

○特定の領域に特化した機能を有する外来 （紹介患者に対する外来 など）

１．外来医療の課題

○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部
の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。

○ 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化･連携を進
めていく必要｡

外来医療の機能の明確化･連携
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外来機能報告

報告項目

報告頻度目的

「地域の協議の場」での議論に活用。令和４年度については、外来機能報告等の施行
初年度であるため、紹介受診重点医療機関の明確化に資する協議を中心に行う。

医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）

対象医療機関

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や
勤務医の外来負担の軽減、医師の働き方改革に寄与。

（１）医療資源を重点的に活用する外来の実施状況

（２）紹介受診重点医療機関となる意向の有無

（３）地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項
紹介・逆紹介の状況、外来における人材の配置状況、外来・在宅医療・地域連携の実施
状況（生活習慣病管理料や在宅時医学総合管理料等の算定件数） 等

 「紹介受診重点医療機関（医療資源を重点的に活用する外来を地域で
基幹的に担う医療機関）」の明確化

地域の外来機能の明確化・連携の推進

義務： 病院・有床診療所
任意： 無床診療所

参考：医療法（一部抜粋）
第30条の18の２ 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの（以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。）の管理者は、地域にお

ける外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病
院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

第30条の18の３ 患者を入院させるための施設を有しない診療所（以下この条において「無床診療所」という。）の管理者は、地域における外来医療に係る病院及

び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告する
ことができる。

 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
例）悪性腫瘍手術の前後の外来

 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
例）外来化学療法、外来放射線治療

 特定の領域に特化した機能を有する外来
例）紹介患者に対する外来

年１回
（10～11月に報告を実施）

医療法第30条の18の２及び第30条の18の３の規定に基づき、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び

連携の推進のため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都道府県知事に報告をするもの。令和３年５月に「良質かつ
適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第49 号）が成
立・公布され、医療法に新たに規定された（令和４年４月１日施行）。

参考にする紹介率・
逆紹介率の水準

紹介受診重点
医療機関の基準

上記の外来の件数の占める割合が
• 初診の外来件数の40％以上

かつ
• 再診の外来件数の25％以上

意向はあるが基準を
満たさない場合

紹介受診重点医療機関として取りまとめ

• 紹介率50％以上
かつ

• 逆紹介率40％以上
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(1) 医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）の実施状況

① 重点外来の実施状況の概況 〔NDBで把握できる項目〕

・ 重点外来の類型ごとの実施状況を報告
＜報告イメージ＞

② 重点外来の実施状況の詳細 〔NDBで把握できる項目〕

・ 重点外来のうち、主な項目の実施状況を報告
＜報告イメージ＞

※「患者延べ数」とは、患者ごとの受診日数を合計したものとする。

日数 初診（再診）の外来延べ患者数に対する割合
初診の外来の患者延べ数 日 －

重点外来の患者延べ数 日 ％
医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来の患者延べ数 日 －
高額等の医療機器・設備を必要とする外来の患者延べ数 日 －
特定の領域に特化した機能を有する外来の患者延べ数 日 －

再診の外来の患者延べ数 日 －
重点外来の患者延べ数 日 ％

医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来の患者延べ数 日 －
高額等の医療機器・設備を必要とする外来の患者延べ数 日 －
特定の領域に特化した機能を有する外来の患者延べ数 日 －

初診の重点外来

外来化学療法加算を算定した件数 件

外来放射線治療加算を算定した件数 件

CT撮影を算定した件数 件

MRI撮影を算定した件数 件

PET検査を算定した件数 件

SPECT検査を算定した件数 件

高気圧酸素治療を算定した件数 件

画像等手術支援加算を算定した件数 件

悪性腫瘍手術を算定した件数 件

再診の重点外来

外来化学療法加算を算定した件数 件

外来放射線治療加算を算定した件数 件

CT撮影を算定した件数 件

MRI撮影を算定した件数 件

PET検査を算定した件数 件

SPECT検査を算定した件数 件

高気圧酸素治療を算定した件数 件

画像等手術支援加算を算定した件数 件

悪性腫瘍手術を算定した件数 件

外来機能報告における報告項目①

(2) 紹介受診重点医療機関となる意向の有無 〔NDBで把握できない項目〕

8
※ 外来機能報告等に関するガイドライン参照
（出典） 厚生労働省ホームページ（外来機能報告）https://www.mhlw.go.jp/content/000918235.pdf



(3) 地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項

① その他の外来・在宅医療・地域連携の実施状況 〔NDBで把握できる項目〕

・ 地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な外来・在宅医療・地域連携の実施状況を報告
＜報告イメージ＞

② 救急医療の実施状況 〔病床機能報告で把握できる項目〕（病床機能報告で報告する場合、省略可）

・ 休日に受診した患者延べ数、夜間・時間外に受診した患者延べ数、救急車の受入件数を報告
＜報告イメージ＞（病床機能報告と同様）

人数・件数

休日に受診した患者延べ数 人

上記のうち、診察後直ちに入院となった患者延べ数 人

夜間・時間外に受診した患者延べ数 人

上記のうち、診察後直ちに入院となった患者延べ数 人

救急車の受入件数 件

生活習慣病管理料を算定した件数 件

特定疾患療養管理料を算定した件数 件

糖尿病合併症管理料を算定した件数 件

糖尿病透析予防指導管理料を算定した件数 件

機能強化加算を算定した件数 件

小児かかりつけ診療料を算定した件数 件

地域包括診療料を算定した件数 件

地域包括診療加算を算定した件数 件

オンライン診療料を算定した件数 件

往診料を算定した件数 件

在宅患者訪問診療料（Ⅰ）を算定した件数 件

在宅時医学総合管理料を算定した件数 件

診療情報提供料（Ⅰ）を算定した件数 件

診療情報提供料（Ⅲ）を算定した件数 件

地域連携診療計画加算を算定した件数 件

がん治療連携計画策定料を算定した件数 件

がん治療連携指導料を算定した件数 件

がん患者指導管理料を算定した件数 件

外来緩和ケア管理料を算定した件数 件

③ 紹介・逆紹介の状況（紹介率・逆紹介率） 〔NDBで把握できない項目〕（有床診療所は任意）

・ 紹介率・逆紹介率を報告 （初診患者数、紹介患者数、逆紹介患者数）

外来機能報告における報告項目②

9
※ 外来機能報告等に関するガイドライン参照
（出典） 厚生労働省ホームページ（外来機能報告）https://www.mhlw.go.jp/content/000918235.pdf



④ 外来における人材の配置状況 〔専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師を除き、病床機能報告で把握できる項目〕（病
床機能報告で報告する場合、重複項目は省略可）（有床診療所は任意）

・ 医師について、施設全体の職員数を報告

・ 看護師、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師、准看護師、看護補助者、助産師、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、薬剤師、臨床工学技士、管理栄養士について、外来部門の職員数を報告

※ 勤務時間の概ね8割以上を外来部門で勤務する職員を計上。複数の部門で業務を行い、各部門での勤務が通常の勤務時間の8割未満となる場
合は、外来部門の職員として計上（病床機能報告と同様の計上方法）

＜報告イメージ＞（専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師を除き、病床機能報告と同様）

⑤ 高額等の医療機器・設備の保有状況 〔病床機能報告で把握できる項目〕（病床機能報告で報告する場合、省略可）

・ マルチスライスCT（64列以上、16列～64列、16列未満）、その他のCT、MRI（3テスラ以上、1.5～3テスラ未満、1.5テスラ
未満）、血管連続撮影装置（DSA法を行う装置）、SPECT、PET、PETCT、PETMRI、ガンマナイフ、サイバーナイフ、強度
変調放射線治療器、遠隔操作式密封小線源治療装置、内視鏡手術用支援機器（ダヴィンチ）の台数を報告

常勤（実人数） 非常勤（常勤換算）

＜施設全体＞ － －

医師 人 人

＜外来部門＞ － －

看護師 人 人

専門看護師・認定看護師・
特定行為研修修了看護師

人 人

准看護師 人 人

看護補助者 人 人

常勤（実人数） 非常勤（常勤換算）

助産師 人 人

理学療法士 人 人

作業療法士 人 人

言語聴覚士 人 人

薬剤師 人 人

臨床工学技士 人 人

管理栄養士 人 人

外来機能報告における報告項目③

10
※ 外来機能報告等に関するガイドライン参照
（出典） 厚生労働省ホームページ（外来機能報告）https://www.mhlw.go.jp/content/000918235.pdf



外来機能報告制度の報告項目一覧

報告項目 病院 有床診療所
対象医療機関になった

無床診療所

（１）医療資源を重点的に活用する外来の実施状況

①医療資源を重点的に活用する外来の実施状況の
概況

NDBで把握可能 ○ ○ ○

②医療資源を重点的に活用する外来の実施状況の
詳細

NDBで把握可能 ○ ○ ○

（２）｢医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う
医療機関｣となる意向の有無

○ ○ ○

（３）地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項

①その他の外来・在宅医療・地域連携の実施状況 NDBで把握可能 ○ ○ ○

②救急医療の実施状況 病床機能報告と
共通項目 ○＊ ○＊ 任意

③紹介・逆紹介の状況（紹介率・逆紹介率） ○ 任意 任意

④外来における人材の
配置状況

・専門看護師 ・認定看護師
・特定行為研修修了看護師 ○ 任意

任意
上記以外 病床機能報告と

共通項目 ○＊ ○＊

⑤高額等の医療機器・設備の保有状況 病床機能報告と
共通項目 ○＊ ○＊ 任意

＊病床機能報告で報告する場合、省略可○：必須項目 11



【地域の協議の場】

①医療資源を重点的に活用する外来に関する基準（※）を満たした医療機関に
ついては、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を確認し、紹介率・逆紹
介率等も参考にしつつ協議を行う。
（※）初診に占める重点外来の割合40％以上 かつ

再診に占める重点外来の割合25％以上

②医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関であっ
て、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する医療機関については、
紹介率・逆紹介率等（※）を活用して協議を行う。
（※）紹介率50％以上及び逆紹介率40％以上

③協議が整った場合に、紹介受診重点医療機関として都道府県が公表する。

○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、
以下のとおり紹介患者への外来を基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化する。
①外来機能報告制度を創設し、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有
無等を報告し、
②「地域の協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する。
※紹介受診重点医療機関（一般病床200床以上の病院に限る。）は、紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる。

地域の協議の場
における協議

紹介受診重点医療機関について

【外来機能報告】

○「医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）」等の実施状況
・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・特定の領域に特化した機能を有する外来

○紹介・逆紹介の状況
○紹介受診重点医療機関となる意向の有無
○その他、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携の推進

のための必要な事項

紹介

逆紹介

かかりつけ医機能を担う医療機関

・病院の外来患者の待ち時間の短縮
・勤務医の外来負担の軽減
等の効果を見込む

患者がまずは地域の「かかりつけ医

機能を担う医療機関」を受診し、必

要に応じて紹介を受けて紹介受診

重点医療機関を受診する。

状態が落ち着いたら逆紹介を受けて

地域に戻る受診の流れを明確化。

国民への周知・啓発

紹介受診重点医療機関

外来機能報告（重点外来の項目、意向等）

医療機関 都道府県

⇒公表

12

令和4年３月17日 外来機能
報告等に関するワーキング
グループ参考資料



医療資源を重点的に活用する外来

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣（重点外来）は、以下の類型①～③のいずれかの機能を有する外来と
する。

① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30日間の外来の受診を、類型①に該

当する｢重点外来｣を受診したものとする。（例：がんの手術のために入院する患者が術前の説明･検査や術後のフォローアップを外来で受けた等）
 Ｋコード（手術）を算定
 Ｊコード（処置）のうちＤＰＣ入院で出来高算定できるもの（※１）を算定

※１： 6000㎠以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点以上のもの

 Ｌコード（麻酔）を算定
 ＤＰＣ算定病床の入院料区分
 短期滞在手術等基本料２、３を算定

② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
次のいずれかに該当した外来の受診を、類型②に該当する｢重点外来｣を受診したものとする。
 外来化学療法加算を算定
 外来放射線治療加算を算定
 短期滞在手術等基本料１を算定
 Ｄコード（検査）、Ｅコード（画像診断）、Ｊコード（処置）のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの（※２）

を算定
※２： 脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上のもの

 Ｋコード（手術）を算定
 Ｎコード（病理）を算定

③ 特定の領域に特化した機能を有する外来（紹介患者に対する外来等）
次の外来の受診を、類型③に該当する｢重点外来｣を受診したものとする。
 診療情報提供料Ⅰを算定した30日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来

13
※ 外来機能報告等に関するガイドライン参照
（出典） 厚生労働省ホームページ（外来機能報告）https://www.mhlw.go.jp/content/000918235.pdf



初診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来 」の割合が40%以上で、かつ、
再診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が25%以上である医療機関の分布

初診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が40%以上で、かつ、再診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が25%以上である医療機関の割合

＝
初診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が40%以上で、かつ、再診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が25%以上である医療機関の施設数

施設数全体

出典：レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB)より医政局において作成 14

（注）
・外来受診回数ベースでの集計（ただし、同日に同一の医療機関を複数回受診した場合は同日再診としてカウントしない）
・2019年度１年間での集計。外来受診の中には在宅での受診を含まない。
・精神科病院を除いて集計している。
・病床数は許可病床数
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初診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が40%以上で、かつ、

再診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が25%以上である医療機関の分布

令和3年10月20日 外来機能報告等に関するワーキンググループ資料



外来機能報告制度を活用した紹介受診重点医療機関の取りまとめ（全体像）

対象の医療機関に外来機能報告の依頼９月

～９月 対象の医療機関において報告項目の事前準備・集計

外来機能報告10～11月

地域性や医療機関の特性等
を考慮して協議
（１回目）

１～３月

紹介受診重点医療機関として都道府県が公表

協議の進め方については、状況に応じて持ち回りとする、
文書提出のみとするなどの柔軟な対応も可能。

紹介受診重点医療機関の役割を担う意向

意向あり 意向なし

重点外来
の基準

満たす
紹介受診

重点医療機関
「外来医療に係る地域の
協議の場」での協議

満たさない
「外来医療に係る地域の
協議の場」での協議

－

• 初診の外来件数のうち「重点外来」の件数の占める割合：40％以上
かつ

• 再診の外来件数のうち「重点外来」の件数の占める割合：25％以上

重点外来の基準
• 紹介率50％以上

かつ
• 逆紹介率40％以上

参考にする紹介率・逆紹介率の水準

医療機関の意向と異なる
結論となった場合

協議を再度実施
（２回目）

「外来医療に係る地域の協議の場」での協議

15



外来機能報告の年間スケジュールについて

４月～ ・ 対象医療機関の抽出（※）
・ NDBデータ（前年度4月～3月）を対象医療機関別に集計

９月頃 ・ 対象医療機関に外来機能報告の依頼
・ 報告用ウェブサイトの開設
・ 対象医療機関にNDBデータの提供

10～11月頃 ・ 対象医療機関からの報告

12月頃 ・ データ不備のないものについて、集計とりまとめ
・ 都道府県に集計とりまとめを提供

１～３月頃 ・ 地域の協議の場における協議
・ 都道府県による紹介受診重点医療機関の公表
・ 都道府県に集計結果の提供

（※）無床診療所の中にも、高額な医療機器等による検査を集中的に実施しているものもあるため、そのような無床診療所については対象医療機関
に含めることとする。具体的には、 令和４年度については、円滑な事務手続のため、該当する蓋然性の高い医療機関に外来機能報告を行うか
否かの意向を確認した上で、意向有りとした無床診療所について、対象医療機関に含めることとした。

○ 外来機能報告は、病床機能報告と一体的に報告を行うこととする。スケジュールは以下の通り。

16



外来機能報告等に関する報告書 （令和３年12月17日） ［抜粋］

Ⅵ．国民への理解の浸透

（国民への周知・啓発）

○ 患者がまずは地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要に応じて紹介を受けて、紹介患者への外来を基本とする医療

機関である「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」を受診するとともに、状態が落ち着いたら逆紹介を受

けて地域に戻るなど、受診の流れと医療機関の機能・役割について、住民に周知啓発を行うことが必要であり、

・ 国においては、外来機能報告や「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」等の制度上の仕組みや、上記

のような「かかりつけ医機能を担う医療機関」を中心とした受診の流れ、医療機関ごとの求められる機能・役割等の周知を行う、

・ 都道府県においては、それらに加えて、地域の医療機関の外来機能の明確化･連携の状況とともに、個々の「医療資源を重点的に活

用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」について、都道府県報やホームページによる公表、プレスリリース等によるマスコミへの周

知、シンポジウム・講演・SNS等による周知・呼びかけなど、幅広い世代の住民に行き渡るように公表を行う、

こととする。

○ また、患者の流れのさらなる円滑化は住民の理解が必要であり、協議プロセスの透明性の確保の観点からも、地域の協議の場に提

出する資料のうち、患者情報や医療機関の経営に関する情報（一般的に閲覧可能なものは除く。）は非公開とし、その他の資料、協議

結果は住民に公表することとする。

○ さらに、「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」については、紹介患者への外来を基本とする医療機関

であることが患者に分かるよう、広告可能とすることや、医療機能情報提供制度の項目に追加することについて、「医療情報の提供内容

等のあり方に関する検討会」において、引き続き検討を進める。

17



外来機能報告における報告結果の公表について

○ 医療法第30条の13第４項の規定及び医療法施行規則に基づき、都道府県は病床機能報告の報告結果について、インター
ネット等を通じて公表することとしている。

○ また、厚生労働省としても、各医療機関の病床機能報告のデータを、オープンデータとしてホームページ上に掲載している。

○ 外来機能報告においても病床機能報告と同様に、医療法及び医療法施行規則において、都道府県は外来機能報告により
報告された事項について、公表することとして記載されている。

【医療法】

第三十条の十三 病院又は診療所であつて一般病床又は療養病床療養病床又は
一般病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域
における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところ
により、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める
区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告
対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

四 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規
定により報告された事項を公表しなければならない。

第三十条の十八の二

一 当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に
当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に
活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容

第三十条の十八の三

一 当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生
労働省令で定める外来医療に該当するものの内容

【医療法施行規則】

(外来機能報告の公表)

第三十条の三十三の十四 都道府県知事は、法第三十条の十八の二第三項及び
第三十条の十八の三第二項の規定により準用する法第三十条の十三第四項の規
定により、法第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定
により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表
しなければならない。
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上手な医療のかかり方の普及・啓発

受診の必要性や医療機関の選択等を適切に理解して医療にかかることができれば、患者・国民にとって、必要なときに適切な医療機関に
かかることができ、また、医療提供者側の過度な負担が軽減されることで、医療の質・安全確保につながるという観点から、かかりつけ医を
持つこと等に関して、周知・広報活動を実施。

 気軽に相談できるかかりつけ医をもちましょう
 夜間や休日診療は重篤な急患のためにあります
 時間外の急病は📞♯7119
 時間外の子どもの症状は📞♯8000まで
 平日の日中、お困りのことは、利用されている
医療機関の「相談窓口」まで

【令和２年度の取組】

新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えを踏まえ、医療機関での感染防止の取組を周知、必要な受診や健診・予防接種を呼びかけるメッセージを発信

１．上手な医療のかかり方普及月間（11月）の実施

・テレビCM、WEB広告、交通広告による普及啓発

・オンライン特別対談イベントの開催（新しい生活様式に即した「上手な医療のかかり方」について）

２．第2回上手な医療のかかり方アワード開催（10/1～募集開始、翌年3月に表彰式開催予定）

【令和元年度の取組】

１．上手な医療のかかり方普及月間（11月）の実施

２．上手な医療のかかり方アワードの創設

３．国民全体に医療のかかり方の重要性に気づいてもらうための普及啓発（CM等各種広告、
著名人活用等）

４．信頼できる医療情報サイトの構築

５．#8000・#7119の周知

６．小中学生を対象とした医療のかかり方改善の必要性と好事例の普及啓発

７．民間企業における普及啓発
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医療機能情報提供制度について

病院等に対して、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報（医療機能
情報）について、都道府県への報告を義務付け、都道府県がその情報を集約し、わかりやす
く提供する制度

創設前

 病院等の広告
 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等による広報

※ 病院等からの
任意情報

 院内掲示 等

現行制度

（平成19年4月～）

病

院

等

都
道
府
県

住

民

 病院等管理者は、
医療機能情報を都
道府県に報告

 集約した情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で
わかりやすく提供

 医療安全支援センター等に
よる相談対応・助言

 医療機能情報を病院等において閲覧に供すること（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可）
 正確かつ適切な情報の提供（努力義務）
 患者等からの相談に適切に応ずること（努力義務）

① 管理・運営・サービス等に関する事項（基本情報（診療科目、診療日、
診療時間、病床数等）、アクセス方法、外国語対応、費用負担等）

② 提供サービスや医療連携体制に関する事項（専門医（広告可能なもの）、
保有設備、対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンド
オピニオン対応、クリティカルパス実施、地域医療連携体制等）

③ 医療の実績、結果等に関する事項（医療安全対策、院内感染対策、診療
情報管理体制、治療結果分析の有無、患者数、平均在院日数等）

① 必要な情報は一律提供
② 情報を集約化
③ 客観的な情報をわかり

やすく提供
④ 相談助言機能の充実

視点

医療機能情報の具体例

病院等に関する
情報を入手する手段
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第19回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
資料

令和4年1月13日



厚生労働省告示第138号 （令和４年３月31日）

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号）別表第一の規定に基づき、平成19年厚生労働省告示第53号（医療法施行規則別表第一の規定に基
づく病院、助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の
定めるもの）の一部を次の表のように改正し、令和４年４月１日から適用する。ただし、令和５年３月31日までに行う医療法（昭和23年法律第205号）
第６条の３第1項の規定による報告については、なお従前の例によることができる。

第７条 規則別表第一第一の項第四号イ（１）に規定する厚生労働大臣の定める種類は、次のとおりとする。ただし、病院については第四十一号、
第四十二号及び第五十四号に掲げるものを除き、診療所については第一号から第七号まで、第九号から第十三号まで、第十五号から十九号まで、
第二十一号、第二十二号、第三十二号、第三十三号、第四十一号、第四十六号、第四十九号、第五十号、第五十二号及び第五十四号に掲げるも
のに限り、歯科診療所については第一号から第六号まで、第十号、第十一号、第十五号、第十六号、第十八号、第十九号、第三十一号から第三十
三号まで、第四十二号、第四十六号、第五十号、第五十二号及び第五十四号に掲げるものに限り、助産所については第四十九号に掲げるものに
限る。
一～五十二（略）
五十三 紹介受診重点病院
五十四 紹介受診重点診療所

医療機能情報提供制度の報告事項の追加

21

○ 医療機能情報提供制度においては、以下の条文により「保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種
類として厚生労働大臣が定めるもの」が報告事項に定められている。

医療法施行規則（昭和33年厚生省令第50号）
別表第一（第一条の二の二関係）
第一 管理、運営及びサービス等に関する事項
一 ～ 三（略）
四 費用負担等
イ 共通事項（略）
（１） 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの

○ 本規定に基づく厚生労働省告示の改正により、病院又は診療所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事
項として、令和４年４月１日から、紹介受診重点病院、紹介受診重点診療所が追加された。

（※ ただし、令和５年３月31日までは経過措置あり）
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○ 地域の医療機関の外来機能の明確化や連携状況を可視化し、患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的

に、紹介受診重点医療機関となる医療機関の名称に加え、外来機能報告で把握可能な、医療資源を重点的に活用する外

来の実施状況等の情報を、次期外来医療計画に記載することとしてはどうか。

○ 地域の外来医療提供体制の検討において、病床機能報告では把握出来ない、医療資源を重点的に活用する外来の実施

状況や紹介・逆紹介率等の外来機能報告によって新たに把握可能となった項目について、どのような活用方法が考えられ

るか。

○ 都道府県は外来機能報告により報告された事項について公表することとされている中、国も個人の特定につながる情報

については非公開としたうえで、病床機能報告と同様に外来機能報告のデータをオープンデータとして公表してはどうか。

論点

課題・論点

○ 紹介受診重点医療機関の明確化について医療法で新たに位置づけられたことから、地域における紹介受診重点医療機

関の位置づけや役割を踏まえ、次期外来医療計画にどのような事項を記載するか検討する必要がある。

○ 外来機能報告は令和４年度に開始したものであり、令和４年度は紹介受診重点医療機関の明確化に資する協議を中心

に行うこととされているが、今後外来機能の明確化・連携の協議に向けた、データの活用方法については、明確にはなって

いない。

○ 医療機能情報提供制度に紹介受診重点医療機関が報告項目として追加されたが、紹介受診重点医療機関等における、

受診の流れと医療機関の機能・役割について、分かりやすく住民に周知・啓発を行うことが必要である。

課題


